
決算書掲載頁　P435

介護保険相談員を派遣することにより、介護サービス利用者の疑問や不安を解消するとともに、介護サービスの質の向
上を図る。
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直営 平成13年度

介護施設利用者

これからも引き続き介護サービスの向上のため、介護保険相談員を派遣する。
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継続して、介護保険相談員を施設に派遣する。
目

標

一人あたり

世帯あたり 49

20

事業費

参
考

709

(円)

(円)

(人)

(人)

コ
ス
ト
情
報
・
従
事
職
員
数

その他特定財源

0

0

国府支出金

地方債

認知症等により判断能力が不十分な高齢者の成年後見制度の利用を促進するため。
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細事業：成年後見制度利用支援事業 06事業
優先順位

事業
実施主体

事業開始
年　　　度

根拠
法令

整理
番号

事業費 総コスト

人件費

公債費財
源
内
訳

内
訳

平成24年度 比　較 平成24年度 比　較

目

的

妥当性 効率性 有効性評

価

今
後
の
方
向
性

職員数

再任用職員数

3

直営 平成21年度 河内長野市成年後見審判請求手続等に関する要綱

市長が審判請求を行い、後見開始等の審判を受けた者で、生活保護法に規定する
被保護者または要保護者

制度の啓発活動を始め、市長による審判請求を積極的に図っていく。
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成年後見制度利用支援事業対象者は1名であるが、制度の啓発活動や市長申立てを含む申立て手続きの支援を積極
的に図る。目
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細事業：介護保険相談員派遣等事業                             

１．介護保険相談員派遣事業 

介護保険サービスの質的な向上を目的として、介護保険相談員が定期的（各施設などに月に 2回程度）に介護サ

ービス提供の場を訪れ、利用者と事業者との橋渡し役となって、利用者の疑問や不安・不満に対応し、サービスの

改善を図った。 

相談員登録者数   ２３人        派遣事業所数   ２４箇所 

 

 

細事業：成年後見制度利用支援事業                                

１．成年後見制度利用支援事業 

市長申立てにより成年後見制度を利用している低所得の高齢者に対して、成年後見人等への報酬の助成を行った。 

助成件数 1件     240,000円 

 

＜参考＞ 市長申立て件数（介護高齢課分） 

平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 

1 0 2 1 2 1 

 


